




令和４年度　再評価対象箇所一覧表　８月２２日審議箇所
［県土整備部　道路建設課］

経過年数

（百万円） （百万円） （％） (R5.3現在)

用地補償費 用地補償費 用地補償費

(km) (km) 工事費等 工事費等 工事費等

2,130 2,028 95.0% 1.6

1.63 0.00 0.0% 760 760 100.0% （1.9）

1,370 1,268 93.0%

6,350 6,178 97.0% 1.0

1.80 0.59 32.5% 20 20 100.0% （1.0）

6,330 6,158 97.0%

1,570 1,262 80.0% 1.7

0.84 0.00 0.0% 650 430 66.0% （4.0）

920 832 90.0%

1,940 1,687 87.0% 1.2

1.48 1.20 81.1% 320 318 99.0% （1.6）

1,620 1,369 85.0%

940 421 45.0% 2.1

0.58 0.10 16.6% 110 109 99.0% （2.3）

830 312 38.0%

継続－

前回
再評価

H29

前回
再評価

H29

前回
再評価

H29

継続－

継続－

継続

飛騨市 －

・東海北陸自動車道
の４車線化および中
部縦貫自動車道や国
道４１号の整備
・事業継続、早期完成
を要望

－

－
（主）神岡河合線
太江杉崎工区

（国）257号
川上Ⅱ期バイパス

下呂市 H202

1
道路改築事業

（交付金）
（一）本庄揖斐川線
福島～長良工区

揖斐川町

道路改築事業
（交付金）

実施済み額 進捗率

・大矢田、極楽寺土地
区画整理事業
・事業継続、早期完成
を要望

関連事業の
進捗状況

－

－

10 －

・大野神戸IC周辺の開
発計画
・事業継続、早期完成
を要望

15

全体事業費

事   業
実施率

道路改築事業
（交付金）

（主）岐阜美濃線
極楽寺工区

美濃市

Ｈ24 R12

R15

H25 R6

5
道路改築事業

（交付金）
（主）岐阜巣南大野線

重里～森工区
瑞穂市

3

11

10

4
道路改築事業

（交付金）
21

事業費縮減
費用対効
果分析

対応方針
（案）

特記事項
社会経済情勢等の変

化及び
地元の意向

環境との調和へ
の配慮事項

事　業　概　要

全体事業量 実施済事業量

H25

採択
年度

完了
予定
年度

R7

前回
再評価

H29

周辺住民に対す
る防音措置実施

－

・東海環状自動車（西
回り区間）の一部開通
・（主）岐阜関ヶ原（宗
慶温井Ⅱ期工区）の４
車線化
・事業継続、早期完成
を要望

－

・東海北陸自動車道
の４車線化および中
部縦貫自動車道や国
道４１号の整備
・事業継続、早期完成
を要望

希少植物の保
全、希少猛禽類
に配慮した工事
推進

継続

番号
事業名

(補助/交付金/県単)
路線・地区
・河川名等

実施箇所
（市町村名）

H14 R8
前回

再評価
H29

費用対効果分析：（　）は前回再評価時の投資効果率

政策との
位置付け

・高速道路へのアクセ
ス向上
・渋滞緩和による円滑
な交通の確保

・渋滞緩和による円滑
な交通の確保
・隘路･線形不良箇所
の解消による円滑な
交通の確保

・渋滞緩和による円滑
な交通の確保
・安全で快適な歩行空
間の確保
・高速道路へのアクセ
ス向上
・産業振興の推進
・災害時に有効に機能
するネットワーク確保

・観光交流や産業振
興の推進
・災害時に有効に機能
するネットワークの確
保

・観光交流や産業振
興の推進
・災害時に有効に機能
するネットワークの確
保

－

周辺住民に対す
る防音措置実施



令和４年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 
 

課名  道路建設課     

 

○ 

事 

業 

制 

度 

に 

つ 

い 

て 

事 業 名 道路改築事業 

事 業 目 的 

地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、

交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境

の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ること。 

採 択 基 準 
地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、

又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められる

もの。 

概      要 

(メニュー) 現道の拡幅や線形改良またはバイパス等の建設 

○ 

費 

用 

対 

効 

果 

の 

分 

析 

に 

つ 

い 

て 

 

＊ 

費 

用 

便 

益 

B/C 

＊ 

効 

果 

の 

項 

目 

う 

ち 

貨 

幣 

換 

算 

す 

る 

項 

目

》  
Ｂ

《  

・走行時間短縮便益 

・走行経費減少便益 

・交通事故減少便益 

 

そ 

の 

他 

項 

目 

 

費 

用 

》  
Ｃ 

《  
の 

算 

定 

費用の積み上げ基準＝道路整備に要する事業費＋道路維持管理に要する事業費＋道路

構造物の更新に要する事業費※ 

現在価値算出のための社会的割引率：４％ 

基準年次：評価時点 

検討年数：50年間  

 

 
※道路構造物の更新に要する事業費は、評価対象期間末までに耐用年数等に達する構造物がある場合に計上する 

費 

用 

便 

益 

比 

の 

基 

準 

原則費用便益比（Ｂ／Ｃ）１．０以上 

 

 



 

 

 令和４年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 道路建設課 〕 

番   号 １ 
 事 業 名 

 (路線･河川名等)      

道路改良事業（社会資本整備総合交付金） 

一般県道 本庄揖斐川線 福島～長良工区 

事業実施  

箇    所 

揖斐郡
い び ぐ ん

揖斐川町
いびがわちょう

福島
ふくしま

 

～揖斐郡
い び ぐ ん

揖斐川町
いびがわちょう

長良
な が ら

 
事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成２５年度 完了予定年度 令和６年度 

 再評価の実施基準 事業着手年度から５年間が経過した時点で継続中の事業 

 事業目的  

一般県道本庄揖斐川線は、岐阜県揖斐郡大野町本庄を起点とし、岐阜県揖斐郡揖斐川町長良へ至る延

長約5.8㎞の道路である。 

当該事業は、このうち、揖斐郡揖斐川町福島～揖斐川町長良の1,630m区間をバイパス整備するもので

あり、渋滞緩和による円滑な交通の確保、安全で快適な歩行空間の確保、高速道路へのアクセス向上、

産業振興の推進、災害時に有効に機能するネットワーク確保を目的としている。 

 事業概要  

事業延長：１，６３０ｍ    車道幅員：３．２５ｍ×２車線 

歩道幅員：３．５０ｍ（両側） 

 概 要 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和４年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 道路建設課 〕 

番   号 
２ 

 事 業 名 

 (路線･河川名等)      

道路改築事業（社会資本整備総合交付金） 

一般国道２５７号 川上Ⅱ期バイパス 

事業実施  

箇    所 

下呂市
げ ろ し

馬瀬
ま ぜ

川上
か お れ

 

～下呂市
げ ろ し

馬瀬
ま ぜ

川上
か お れ

 
事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成２０年度 完了予定年度 令和７年度 

 再評価の実施基準 再評価を実施した後５年間が経過した時点で継続中の事業 

 事業目的  

一般国道２５７号は静岡県浜松市を起点とし、県内は恵那市、下呂市等を経由し岐阜県高山市へ至

る延長約208kmの幹線道路である。当該事業はこのうち下呂市馬瀬川上の約1,800ｍ区間についてバイ

パスを整備するものであり、観光交流や産業振興の推進、災害時に有効に機能するネットワークの確

保を目的としている。 

 事業概要  

事業延長：１，８００ｍ 車道幅員：３．００ｍ×２車線 

主要構造物：（仮称）川上第２トンネルＬ＝１,２１５ｍ 

 概 要 図  

 

 



 

 

令和４年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 道路建設課 〕 

番   号 ３ 
 事 業 名 

 (路線･河川名等)      

道路改築事業（社会資本整備総合交付金） 

主要地方道 岐阜美濃線 極楽寺工区 

事業実施  

箇    所 

美濃市
み の し

極楽
ごくらく

寺
じ

 

 ～美濃市
み の し

極楽
ごくらく

寺
じ

 
事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成２５年度 完了予定年度 令和１５年度 

 再評価の実施基準 再評価を実施した後５年間が経過した時点で継続中の事業 

 事業目的  

主要地方道岐阜美濃線は、岐阜県岐阜市長良福光長良南町を起点とし、岐阜県美濃市松森へ至る延長

約２２．１ｋｍの主要幹線道路である。 

当該事業は、このうち美濃市極楽寺地内の８４４ｍ区間を現道拡幅するものであり、高速道路へのア

クセス向上、渋滞緩和による円滑な交通の確保、安全で快適な歩行空間の確保を目的としている。 

 

 事業概要  

事業延長：８４４ｍ 車道幅員：３．２５ｍ×４車線 

          歩道幅員：３．００ｍ（両側） 

 

 概 要 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起
点

美
濃
市
極
楽
寺

終
点

美
濃
市
極
楽
寺

主要地方道岐阜美濃線
極楽寺工区 延長：844m

至

岐
阜
市

至

関
市
富
加
町

美濃市
N

美濃IC

美濃市立
藍見小学校

岐阜県
中濃総合庁舎

事業区間

一般国道

主要地方道

一般県道

至

美
並
Ｉ
Ｃ

至 郡上市

至

美
濃
市
中
心
部

美濃テクノパーク

【工業団地】

写真① 写真②

(C)岐阜県

至 関市
当該工区

藍
川
団
地
南

極
楽
寺

東
端



 

 

令和４年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 道路建設課 〕 

番   号 ４ 
 事 業 名 

 (路線･河川名等)      

道路改築事業（社会資本整備総合交付金） 

主要地方道 神岡河合線 太江杉崎工区 

事業実施  

箇    所 

飛騨
ひ だ

市
し

古川町
ふるかわちょう

太
たい

江
え

 

 ～飛騨
ひ だ

市
し

古川町
ふるかわちょう

杉崎
すぎさき

 
事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成１４年度 完了予定年度 令和８年度 

 再評価の実施基準 再評価を実施した後５年間が経過した時点で継続中の事業 

 事業目的  

主要地方道神岡河合線は、岐阜県飛騨市神岡町伏方
ふせがた

を起点とし、岐阜県飛騨市河合町元田
げ ん だ

へ至る、延

長約３１．１ｋｍの主要幹線道路である。 

当該事業は、このうち飛騨市古川町太江～飛騨市古川町杉崎の１，４８０ｍ区間をバイパス整備する

ものであり、観光交流や産業振興の推進、災害時に有効に機能する緊急輸送道路ネットワークの確保を

目的としている。 

 事業概要  

事業延長：１，４８０ｍ 車道幅員：３．００ｍ×２車線 

          歩道幅員：２．５０ｍ（片側） 

 

 概 要 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至：旧神岡町

至：高山市

主要地方道 神岡河合線
太江杉崎工区 延長：1,480m

飛騨市

至：富山県

宮川

飛騨細江駅

飛騨古川駅

起
点
：
飛
騨
市
古
川
町
太
江

終
点
：
飛
騨
市
古
川
町
杉
崎

出典：地理院地図

古川土木事務所

飛騨市役所

E1
E19

E67

C3

E67

位置図

当該工区

写真①

41

41

E41

杉崎駅

至：国道41号

至：旧神岡町



 

 

写真② 写真③写真①

至

大
野
町
黒
野

至

岐
阜
市
日
野

終
点

瑞
穂
市
森

起
点

瑞
穂
市
重
里

主要地方道 岐阜巣南大野線
重里～森工区

L=580m

写真③

写真②

（C）岐阜県

（主）岐阜巣南大野線

事業区間のうち未供用
事業区間のうち供用済
主要地方道
一般県道

（
一
）
美
江
寺
西
結
線

（
一
）
曽
井
中
島
美
江
寺
大
垣
線

0.1ｋｍ

令和４年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔 道路建設課 〕 

番   号 ５ 
 事 業 名 

 (路線･河川名等)      

道路改築事業（社会資本整備総合交付金） 

主要地方道 岐阜巣南大野線 重里～森工区 

事業実施  

箇    所 
瑞穂市
み ず ほ し

重里
しげさと

～瑞穂市
み ず ほ し

森
もり

 事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成２４年度 完了予定年度 令和１２年度 

 再評価の実施基準 再評価を実施した後５年間が経過した時点で継続中の事業 

 事業目的  

主要地方道岐阜巣南大野線は、岐阜県岐阜市日野を起点とし、岐阜県揖斐郡大野町黒野へ至る延長約

２１．９ｋｍの主要幹線道路である。当該事業は、このうち瑞穂市重里から瑞穂市森の５８０ｍ区間を

バイパス整備するものであり、岐阜市中心部と周辺市町とのアクセス強化と、安全で円滑な交通の確保

を目的としている。 

 事業概要  

事業延長：５８０ｍ  車道幅員：３．００ｍ×２車線 歩道幅員：３．５０ｍ（両側） 

主要構造物：橋梁Ｌ＝１７５ｍ 

 概 要 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県

滋賀県

157

19

258

高山市

石川県

富山県

福井県

三重県

愛知県
多治見市

位 置 図

美濃加茂市

158

21

156
41

岐阜市

大垣市

中津川市

E41

E67

C3

E67

E41

E1

C3C3

E19事業箇所





















前回 今回

(基準年：H29） (基準年：R4）

H25～H40 H25～R6

16.2 22.3

0.4 0.5

16.5 22.8

29.1 33.3

2.3 3.4

0.1 0.9

31.4 37.6

1.9 1.6

令和4年度第3回

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業内容

バイパス整備　延長L=1.63Km、幅員W=18.0m

■費用対効果分析結果

【道路事業】　３）道路改築事業「(一)本庄揖斐川線　福島～長良工区」

■事業名

区分 備考

費用
(億円)

事業費

維持管理費

合計（Ｃ）

事業期間

効果
(億円)

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

合計（Ｂ）

費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析結果の要因変化

【費用】
・費用を現在価値化する際の基準年を平成29年から令和4年に変更したことによる影響
・事業期間が短縮されたことによる影響（完成年度：R10→R6）
【C=＋6.3億円】

【便益】
・将来OD表の変更による、計画交通量の変更に伴う影響
・費用便益分析マニュアルの改訂（R4年2月）による、時間価値原単位、走行経費原単位、
　交通事故損失額算定式の変更に伴う影響
・便益を現在価値化する際の基準年を平成29年から令和4年に変更したことによる影響
・事業期間が短縮されたことによる影響（完成年度：R10→R6）
【B=＋6.2億円】

■費用対効果分析の分析方法

・費用便益分析マニュアル／国交省道路局　都市・地域整備局/R4.2



















前回 今回

(基準年：H29） (基準年：R4）

H20～R7 H20～R7

42.5 60.4

0.6 0.4

43.1 60.8

40.1 59.2

4.7 3.4

0.4 0.2

45.2 62.8

1.0 1.0

■費用対効果分析結果

道路改築事業 一般国道２５７号　川上Ⅱ期バイパス

■事業名

令和４年度第３回

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業内容

延長L=1.8km、幅員3.00×2車線

区分 備考

費用
(億円)

事業費

維持管理費

合計（Ｃ）

事業期間

効果
(億円)

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

合計（Ｂ）

費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析結果の要因変化

【費用】
・トンネル工事費の増加
・費用を現在価値化する際の基準年を平成29年から令和4年に変更したことによる影響
【C=+17.7億円】

【便益】
・将来OD表の変更による計画交通量の変更に伴う影響
・費用便益分析マニュアルの改訂（R4年2月）による、時間価値原単位、走行経費原単位、
　交通事故損失額算定式の変更に伴う影響
・便益を現在価値化する際の基準年を平成29年から令和4年に変更したことによる影響
【B=+17.6億円】

■費用対効果分析の分析方法

・費用便益分析マニュアル／国土交通省　道路局　都市局/R4.2















前回 今回

(基準年：H29） (基準年：R4）

H25～R4 H25～R15

13.6 18.0

0.2 0.1

13.8 18.1

49.1 28.0

5.0 3.0

0.6 0.7

54.7 31.6

4.0 1.7費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析結果の要因変化

【費用】
・費用を現在価値化する際の基準年を平成29年から令和4年に変更したことによる影響
・事業期間が延長されたことによる影響（完成年度：R4→R15）
【C=＋4.3億円】

【便益】
・将来OD表の変更による、計画交通量の増加に伴う影響
・費用便益分析マニュアルの改訂（令和4年2月）による、時間価値原単位、走行経費原単
位、交通事故損失額算定式の変更に伴う影響
・便益を現在価値化する際の基準年を平成29年から令和4年に変更したことによる影響
・事業期間が延長されたことによる影響（完成年度：R4→R15）
【B=-23.1億円】

■費用対効果分析の分析方法

・費用便益分析マニュアル／国交省道路局　都市・地域整備局/R4.2

効果
(億円)

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

合計（Ｂ）

区分 備考

費用
(億円)

事業費

維持管理費

合計（Ｃ）

事業期間

令和4年度第3回

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業内容

バイパス整備　延長L=0.84Km、幅員W=25m

■費用対効果分析結果

【道路事業】　道路改築事業「(主)岐阜美濃線　極楽寺工区」

■事業名

















今回

(基準年：R4）

H14～R8

29.4

1.1

30.5

32.6

4.1

0.7

37.4

1.2費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析結果の要因変化

【費用】
・費用を現在価値化する際の基準年を平成29年から令和4年に変更したことによる影響
・事業期間が短縮されたことによる影響（完成年度：R9→R8）
【C=＋6.6億円】

【便益】
・将来OD表の変更による、計画交通量の増加に伴う影響
・費用便益分析マニュアルの改訂（令和4年2月）による、時間価値原単位、走行経費原単
位、
　交通事故損失額算定式の変更に伴う影響
・便益を現在価値化する際の基準年を平成29年から令和4年に変更したことによる影響
・事業期間が短縮されたことによる影響（完成年度：R9→R8）
【B=-0.3億円】

■費用対効果分析の分析方法

・費用便益分析マニュアル／国交省道路局　都市・地域整備局/R4.2

効果
(億円)

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

合計（Ｂ）

区分 備考

費用
(億円)

事業費

維持管理費

合計（Ｃ）

事業期間

前回

(基準年：H29）

令和4年度第3回

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業内容

バイパス整備　延長L=1.48Km、幅員W=10.0m

■費用対効果分析結果

【道路事業】　道路改築事業「(主)神岡河合線　太江杉崎工区」

■事業名

H14～H39

23.3

0.7

23.9

36.8

0.7

0.3

37.8

1.6



















前回 今回

(基準年：H29） (基準年：R4）

H24～R4 H24～R12

8.0 8.9

0.8 0.7

8.8 9.6

17.3 18.2

2.4 2.1

0.3 0.3

20.0 20.7

2.3 2.1費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析結果の要因変化

【費用】
・費用を現在価値化する際の基準年を平成29年から令和4年に変更したことによる影響
・事業期間が延長されたことによる影響
【C=＋0.8億円】

【便益】
・将来OD表の変更による、計画交通量の増加に伴う影響
・費用便益分析マニュアルの改訂（R4年2月）による、時間価値原単位、走行経費原単位、
　交通事故損失額算定式の変更に伴う影響
・便益を現在価値化する際の基準年を平成29年から令和4年に変更したことによる影響
・事業期間が延長されたことによる影響
【B=+0.7億円】

■費用対効果分析の分析方法

・費用便益分析マニュアル／国土交通省　道路局　都市局/R4.2

効果
(億円)

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

合計（Ｂ）

区分 備考

費用
(億円)

事業費

維持管理費

合計（Ｃ）

事業期間

令和４年度第３回

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業内容

延長L=580m、幅員3.00×2車線

■費用対効果分析結果

【道路改築事業】 「主要地方道　岐阜巣南大野線　重里～森工区」

■事業名


